
第
２
６
７
条
に
お
い
て
常
に
良
好

な
状
態
で
使
用
又
は
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
保
管
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
茂
原
市
財
務
規
則
に
基

づ
き
備
品
の
適
切
な
管
理
、
運
用

に
努
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
方

策
を
検
討
し
全
課
に
通
知
す
る
な

ど
、
全
庁
的
に
統
一
的
な
も
の
と

な
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。

監
査
結
果
の
公
表

（
そ
の
３
）

平
成
28
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

３
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要
を
次

の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉　

敬
宇

茂
原
市
監
査
委
員　

鈴
木　

敏
文

監
査
の
対
象
＝
教
育
委
員
会

／
監
査
の
期
間
＝
平
成
28
年
12
月
９

日
か
ら
平
成
29
年
２
月
８
日
ま
で
／

監
査
の
場
所
＝
茂
原
市
役
所
・
二
宮

小
学
校
・
西
小
学
校
・
萩
原
小
学

校
・
冨
士
見
中
学
校
・
早
野
中
学

校
・
新
茂
原
幼
稚
園
／
監
査
の
方

法
＝
監
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務
事
業

が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行
さ
れ
て

い
る
か
。
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
努

め
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を

挙
げ
、
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に

努
め
て
い
る
か
。

ま
た
、
前
回
の
指
摘
事
項
の
改
善

は
な
さ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を
置

き
、
提
出
さ
れ
た
資
料･

関
係
諸
帳

簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に
説
明
を
聴

取
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
監
査

の
執
行
に
努
め
た
。

◆
監
査
の
結
果

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ
順

調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸
帳
簿

も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す
る

所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、

検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事
務
事
業

が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

・
小
中
学
校
の
再
編
に
つ
い
て
は
、

茂
原
市
学
校
再
編
計
画
審
議
会
で

審
議
さ
れ
て
い
る
が
、
市
民
と
問

題
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
市
民
へ
積
極
的
な
情
報

開
示
、
発
信
に
努
め
、
保
護
者
、

地
域
等
の
意
見
を
良
く
聞
き
、
茂

原
市
教
育
施
策
の
大
綱
に
沿
う
よ

う
努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
複
数

の
課
が
関
連
す
る
重
要
事
業
で
あ

る
の
で
、
職
員
は
兼
務
で
な
く
、

専
任
職
員
の
配
置
な
ど
を
検
討
さ

れ
た
い
。

・
学
校
施
設
に
つ
い
て
は
、
耐
震
化

と
並
行
し
て
実
施
し
た
整
備
に
よ

り
、
学
校
間
で
施
設
の
充
実
度
に

差
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
今
後
策

定
さ
れ
る
学
校
再
編
基
本
計
画
と

の
整
合
性
を
図
り
、
計
画
的
に
施

設
の
充
実
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

・
子
供
が
起
こ
す
問
題
行
動
に
つ
い

て
は
、
背
景
に
複
雑
な
家
庭
事
情

が
絡
ん
で
い
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
こ
と
か
ら
、
適
切
に
対
処
す
る

た
め
に
家
庭
と
学
校
、
地
域
の
相

互
連
携
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。
家
庭
教
育

支
援
法
の
制
定
な
ど
国
の
動
向
を

注
視
し
、
家
庭
教
育
支
援
に
取
り

組
ま
れ
た
い
。

・
通
学
路
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、

危
険
箇
所
は
減
少
傾
向
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
危
険
な
場

所
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
重
大
な
事

故
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

引
き
続
き
安
心
し
て
通
学
で
き
る

対
策
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

・
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
は
、
通

常
学
級
に
通
級
す
る
児
童
生
徒
の

能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
特
別

支
援
学
級
に
お
け
る
教
育
も
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
人
の

将
来
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る

の
で
、
保
護
者
へ
丁
寧
に
説
明

し
、
本
人
の
た
め
に
な
る
よ
う
な

学
習
環
境
が
整
え
ら
れ
る
よ
う
努

め
ら
れ
た
い
。

・
職
員
出
前
講
座
に
つ
い
て
は
、
市

民
の
学
習
機
会
の
拡
大
を
図
り
、

市
政
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
提

供
す
る
も
の
で
あ
り
、
メ
ニ
ュ
ー

に
登
録
さ
れ
て
い
る
「
公
共
施
設

の
現
状
と
今
後
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
」
は
、
茂
原
市
の
重
要
課
題

で
も
あ
る
の
で
、
出
前
講
座
の
主

旨
に
沿
っ
て
、
積
極
的
に
市
民
へ

情
報
発
信
さ
れ
た
い
。

・
学
校
施
設
の
開
放
に
つ
い
て
は
、

生
涯
学
習
の
振
興
を
図
る
た
め
、

学
校
教
育
に
支
障
の
な
い
範
囲
で

地
域
の
身
近
な
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
文
化
活
動
な
ど

の
場
と
し
て
開
放
し
て
い
る
の

で
、
利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
検

討
さ
れ
た
い
。

・
公
民
館
な
ど
の
市
民
文
化
系
施
設

に
つ
い
て
は
、
茂
原
市
公
共
施
設

等
総
合
管
理
計
画
に
よ
る
施
設
総

量
の
適
正
化
、
長
寿
命
化
、
管
理

運
営
の
最
適
化
な
ど
の
取
り
組
み

に
あ
た
り
、
市
民
と
行
政
が
、
公

共
施
設
に
関
す
る
情
報
と
問
題
意

識
を
共
有
す
る
た
め
に
、
必
要
に

応
じ
て
市
民
へ
の
説
明
会
な
ど
、

積
極
的
な
情
報
の
公
開
に
努
め
ら

れ
た
い
。

・
茂
原
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
に
つ

い
て
は
、
競
技
志
向
か
ら
心
身
の

健
康
保
持
増
進
、
青
少
年
の
健
全

育
成
、
地
域
の
一
体
感
や
活
力
の

醸
成
等
に
向
け
た
健
康
志
向
に
変

わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
、
多
く
の
市

民
が
生
涯
に
渡
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
に

親
し
み
、
健
康
で
明
る
く
豊
か
な

生
活
が
送
れ
る
よ
う
取
り
組
ま
れ

た
い
。

・
市
民
体
育
館
に
つ
い
て
は
、
老
朽

化
が
進
む
市
民
会
館
が
今
後
閉

館
も
検
討
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
は
、
市
民
体
育
館

が
多
目
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
の
で
、
施
設
の
改
修
、

充
実
を
計
画
的
に
図
ら
れ
た
い
。

・
美
術
館
・
郷
土
資
料
館
の
来
館
者

に
つ
い
て
は
、
企
画
展
の
開
催
等

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
引
き
続
き
入
館
者
が
増
え
る

よ
う
、
さ
ら
な
る
企
画
展
の
研
究

や
美
術
館
の
入
場
者
１
０
０
万
人

目
の
方
な
ど
へ
美
術
館
の
情
報
を

提
供
し
、
再
び
来
館
さ
れ
る
よ
う

な
も
て
な
し
の
工
夫
を
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
郷
土
の
先
人
を
テ
ー

マ
に
し
た
企
画
展
を
開
催
す
る
と

き
は
、
市
内
の
学
校
と
連
携
し
児

童
生
徒
も
参
加
さ
せ
て
、
郷
土
愛

を
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
内

容
を
検
討
さ
れ
た
い
。

・
東
部
台
文
化
会
館
に
つ
い
て
は
、

築
30
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
設
備
等
の
危
険
箇
所
の
調
査

を
行
い
、
安
心
し
て
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
で
き
る
よ
う
安
全
管

理
の
取
り
組
み
を
計
画
的
に
実
施

さ
れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、
Ｆ
⒇
１
６
０
７
へ
。
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